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平成20年５月30日

秋田市立小･中学校長 様

秋田市教育研究所長

夏季における教職員研修会等参加者の服装について（通知）

秋田市では地球温暖化防止に向けた取組の一環として、夏の期間中原則として、

、 （ ） 。ノーネクタイ ノー上着による軽装 クールビズ で執務することとしております

本研究所における教職員研修会等においても、外気温の状況に合わせ、軽装による

参加で差し支えないことといたします。

つきましては、下記の留意点と併せて、貴校教職員に周知してくださるようお願

いいたします。

記

１ 軽装で差し支えない期間は、平成20年６月１日（日）から平成20年９月30日

（火）までとします。

２ 研究所の室温は、28度に設定しておりますが、気候等に応じて上着等を持参

するなど、各自で健康面に配慮するようお願いします。

、 。３ 軽装であっても 公務員としてふさわしい服装を心がけるようお願いします

４ 研修会の講師、本研究所職員等も、１の期間は基本的に、同様の軽装とさせ

ていただきます。

５ 講師等の関係で軽装が不適当な場合は、別途連絡します。

６ 本研究所以外で行われる社会体験学習等（例：10年経験者研修での研修）に

ついては、それぞれの職場の方針に従うことを原則とします。
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